
羽島市観光協会規約 
 

第1章 総 則 
（名称） 
第1条 本会は、羽島市観光協会（以下「協会」という。）と称する。 
 
（事務所） 
第2条 協会の事務所は、はしま観光交流センター（羽島市竹鼻町 2614 番地）

内に置く。 
 

第2章 目的 及び 事業 
（目的） 
第3条 協会は、羽島市を中心とする観光事業の振興と地方文化及び産業経済の

向上発展に資することを目的とする。 
 

（事業） 
第4条 協会は、前条の目的を達成するため、次の各号に揚げる事業を行う。 

(1) 観光地の宣伝、紹介及び観光客の誘致に関すること。 
(2) 観光施設の整備改善及び保護に関すること。 
(3) 観光思想の普及に関すること。 
(4) 観光土産品及び特産品の宣伝紹介、販売等に関すること。 
(5) 観光に関する各種催物等の開催及び参加に関すること。 
(6) 観光事業に関する情報の収集及び提供に関すること。 
(7) 観光刊行物の発刊に関すること。 
(8) 観光関係団体との連絡に関すること。 
(9) その他協会の目的を達成するに必要な事項に関すること。 

 
第3章 会 員 

（会員） 
第5条 協会は、第 3条の目的に賛同する個人及び団体・法人をもって組織する。 

 
（入会） 
第6条 入会を希望するものは、加入申込書（別記 様式第 1 号）より会長に申

込を行い、理事会の承認を受けなければならない。 
2 承認を受け、会員となった者は速やかに別に定める会費を納入しなければな



らない。 
 
（退会） 
第7条 退会を希望するものは、退会届（別記 様式第 2 号）を会長に提出した

上で、事業年度をもって退会することができる。 
 

（除名） 
第8条 会長は、会員が協会の名誉を毀損し、又は協会の趣旨に違反する行為が

あったときは、除名することができる。 
 

（喪失） 
第9条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。 

(1) 退会したとき。 
(2) 会員が死亡したとき。 
(3) 会員が所属する団体・法人が解散したとき。 
(4) 除名されたとき。 
(5) その他会員としての義務を怠ったとき。 

2 会員は、その資格を失った場合に既に納付した会費の返還を求めることはで

きない。 
 

第4章 役員 及び 任務 
（役員） 

第10条 協会に、次の役員を置く。 
(1) 会長    1 名 
(2) 副会長   若干名 
(3) 理 事   30 名以内 
(4) 監 事   3 名 

 
（役員の選任） 
第11条  会長及び副会長は、理事会で選任し、総会において承認を得るものと

する。 
2 理事及び監事は総会において選任する。 
 
（役員の任期） 

第12条 役員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない。 
2 補欠により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。 



3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでの間は、その職務を

行う。 
 
（役員の職務） 

第13条 会長は、協会を代表し、会務を総括する。 
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 
3 理事は、協会の運営にあたる。 
4 監事は、協会の会計を監査する。 
 

第5章 名誉役員 
（名誉会長） 

第14条 協会に、名誉会長を置く。名誉会長は、羽島市長をもって充てる。 
 
（顧問及び参与） 

第15条 協会に、必要に応じ、顧問及び参与を置くことができる。 
2 顧問及び参与は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。 
 

第6章 会 議 
（会議） 
第16条  協会の会議は、総会、正副会長会及び理事会とし、会長が召集してそ

の議長となる。 
2 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するとこ

ろによる。 
 
（総会） 
第17条  総会は、定期総会及び臨時総会とする。 
2 定期総会は、毎年 1 回会計年度終了後 2 ヶ月以内に開催する。 
3 臨時総会は、会長及び理事会が必要と認めたとき、及び会員の 5 分の 1 以上

の請求があったときに開催する。 
4 総会の付議事項は、次の各号に揚げるとおりとする。 

(1) 事業計画及び予算に関すること。 
(2) 事業報告及び決算に関すること。 
(3) 役員の選任又は承認に関すること。 
(4) 規約の改正に関すること。 
(5) その他、理事会が必要と認めたこと。 

5 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決する



ところによる。 
 
（正副会長会） 
第18条  正副会長会は、会長及び副会長をもって構成し、必要に応じて開催す

る。 
2 正副会長会の付議事項は次の各号に揚げるとおりとする。 

(1) 協会の重要事項に関すること。 
(2) 理事会提出案件に関すること。 
(3) 第 4 条に揚げる事業の推進に関すること。 

 
（理事会） 
第19条  理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、総会前又は

必要に応じて開催する。 
2 理事会の付議事項は、次の各号に揚げるとおりとする。 

(1) 総会提出案件に関すること。 
(2) 役員及び名誉役員の選任又は承認に関すること。 
(3) 第 4 条に揚げる事業の推進に関すること。 

 
第7章 会 計 

（会計） 
第20条  協会の会計は、一般会計及びぐるっと羽島特別会計とする。 
2 ぐるっと羽島特別会計は、営利事業を扱うものとする。 
 
（経費） 
第21条  協会の経費は、会費、補助金、寄附金及びその他の収入をもって充て

る。 
 
（会計年度） 
第22条  協会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。 

 
（会費） 

第23条 会員の年会費は、次の各号に揚げるとおりとする。 
(1) 個人会員    1 口  3,000 円 
(2) 団体・法人会員 1 口  5,000 円 

 
第8章 補 則 



（規約の改廃） 
第24条  規約の改廃は、総会において出席者の 3 分の 2 以上の賛成を得て決す

る。 
 
（委任） 
第25条  この規約に定めるもののほか、協会運営に必要な事項は会長が別に定

める。 
 

附 則 
この規約は、昭和 60 年 4 月 17 日から施行する。 
 

附 則 
この規約は、平成元年 5 月 24 日から施行する。 
 

附 則 
この規約は、平成 3 年 6 月 25 日から施行する。 
 

附 則 
この規約は、平成 7 年 6 月 26 日から施行する。 
 

附 則 
この規約は、平成 21 年 5 月 20 日から施行する。 
 

附 則 
この規約は、平成 25 年 5 月 22 日から施行する。 
 

附 則 
この規約は、平成 28 年 5 月 26 日から施行する。 
 

附 則 
この規約は、平成 29 年 5 月 22 日から施行する。 
 

附 則 
この規約は、令和元年 5 月 22 日から施行する。 

附 則 
この規約は、令和 8 年 5 月 19 日から施行する。 


